
商務流通保安グループ

商務流通保安審議官

産業保安担当審議官

経済産業省における産業保安関連業務の体制変更

○本年９月１９日、経済産業省原子力安全・保安院が廃止され、産業保安各課は商務情報政策局商務流通保安グ
ループに移行。

○旧保安課における、高圧ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法、石油パイプライン事業法に関することについ
ては高圧ガス保安室に、火薬類取締法に関することについては鉱山・火薬類監理官付（旧鉱山保安課）に移行。
保安課は産業保安行政のとりまとめ、産業保安に係る緊急時対応の総括に関すること等を担う。

○旧ガス安全課及び旧液化石油ガス保安課は、ガス安全室として統合。

（※本省産業保安部門職員：約８０名）

資料４

保安課

ガス安全室

高圧ガス保安室

電力安全課

鉱山・火薬類監理官付

産業保安監督部
（※本省の地方支分部局に。詳細は次頁。)
（※産業保安監督部職員：約３００名）

産業保安担当審議官
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（※旧ガス安全課と
旧液化石油ガス保安課が統合）



北海道産業保安監督部
（札幌市）

関東東北産業保安監督部 東北支部
（仙台市）

中部近畿産業保安監督部 近畿支部
（大阪市）

産業保安監督部について

○産業保安監督部は、全国に５部、３支部、１事務所、２署が存在。
○本年９月１９日、これまで原子力安全・保安院の組織であった産業保安監督部は、本省の地方支分部局となった。
（本省における総合的監督は保安課が行う。）

釧路産業保安監督署
（釧路市）

北陸産業保安監督署
（富山市）
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関東東北産業保安監督部
（さいたま市）

（仙台市）

中部近畿産業保安監督部
（名古屋市）

中国四国産業保安監督部
（広島市）

九州産業保安監督部
（福岡市）

那覇産業保安監督事務所
（那覇市）

中国四国産業保安監督部 四国支部
（高松市）


